
不
法
投
棄

「
ご
み
が
ご
み
を
呼
ぶ
」
不
法
投
棄

　
不
法
投
棄
は
、
新
た
な
ご
み
を
呼
び
、

大
量
投
棄
に
つ
な
が
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
景
観
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、
悪

臭
や
河
川
を
汚
染
し
、
生
態
系
に
も
影
響

を
与
え
ま
す
。

　
美
し
い
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
た

め
、
一
人
一
人
が

不
法
投
棄
へ
の
関

心
を
高
め
、
ル
ー

ル
を
守
っ
て
ご
み

を
処
理
し
ま
し
ょ

う
。

不
法
投
棄
を
防
ぐ

環
境
づ
く
り
が
大
切

　
雑
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
な
ど
管
理
が

不
十
分
だ
と
、
不
法
投
棄
を
さ
れ
る
可
能

性
が
高
ま
り
ま
す
。

　
外
部
か
ら
ご
み
を
持
ち
込
ま
れ
な
い
よ

う
、
定
期
的
に
除
草
を
行
い
、
必
要
に
応

じ
て
柵
な
ど
を
設
置
し
、
ご
み
を
捨
て
さ

せ
な
い
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
が

大
切
で
す
。

悪
質
な
場
合
は
警
察
に
通
報

　
不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
の
中
か
ら
、
捨

て
た
人
の
手
掛
か
り
を
探
し
出
し
ま
す
。

悪
質
な
場
合
、
警
察
や
保
健
所
と
連
携
し

厳
し
く
対
応
し
ま
す
。

ご
み
は
適
正
に
処
理
し
ま
し
ょ
う

　
家
庭
か
ら
出
る
ご
み
や
草
木
類
は
、
適

正
に
分
別
し
指
定
の
ご
み
袋
で
集
積
場
に

持
ち
出
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
通
行
の

妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
、
大
量
の
ご
み
は

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込
む
か
、
数

回
に
分
け
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

屋
外
焼
却

違
法
な
屋
外
焼
却
は
ト
ラ
ブ
ル
の
も
と

　
屋
外
で
ご
み
や
草
木
類
を
燃
や
す
行
為

は
、「
洗
濯
物
に
臭
い
が
つ
く
」「
煙
で
咳

が
止
ま
ら
な
い
」
な
ど
の
苦
情
に
つ
な
が

り
、
近
隣
住
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
や
健
康
へ

の
影
響
も
懸
念
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
火

災
発
生
の
原
因
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

発
見
し
た
ら
、
す
ぐ
通
報

　
住
み
や
す
い
環
境
を
守
る
た
め
、
屋
外

焼
却
を
発
見
し
た
と
き
は
、
環
境
政
策
課

や
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
ま
た
は
最

寄
り
の
交
番
へ
通
報
く
だ
さ
い
。

不
法
投
棄

厳
禁
！

　農業用ビニールなど
は、市農業用廃プラスチッ
ク適正処理対策推進協議
会（農産園芸課内）が行
うリサイクル収集へ出し
てください。
◉問い合わせ
農産園芸課 ☎23-2425

妻ケ丘地区　環境監視員

原田 常
つね

治
はる

さん
（妻ケ丘町）

平成26年から活動
を始めて７年になり
ます。毎朝ウオーキ

ングをしながら、巡回を行っていますが、身
近な河川に家電が投げ込まれるなど、一部に
はまだ意識の低い人が見受けられます。

一方で、妻ケ丘地区においては、不法投棄
が減少するなど、環境保全に取り組む意識が
高まっていると感じています。

地域が美しいまちであるために、一人一人
が不法投棄などを許さない意識を持ちながら、
住民主体の取り組みを進めていきましょう。

　市では現在、68人の環境監視員が各地
域をパトロールしています。美しい環境を
守る環境監視員の活動を紹介します。

屋外焼却・不法投棄は屋外焼却・不法投棄は
法律で禁止されています！法律で禁止されています！
屋外焼却・不法投棄は屋外焼却・不法投棄は
法律で禁止されています！法律で禁止されています！

屋外焼却や不法投棄は法律で禁止されていますが、市には煙やごみの相談が多く寄せられています。住みやす
い環境を維持するためにも、この機会にごみや草木類の適正処理について考えてみましょう。

◎問い合わせ　屋外焼却・不法投棄の情報　　環境政策課　☎ 23-2130
各総合支所市民生活課
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